
水源環境の保全

～「安全でおいしい水」と「きれいな空気」を次の世代に～～「安全でおいしい水」と「きれいな空気」を次の世代に～
企業庁では、水道事業や水力発電による電気事業など自然の恵みである水資源を活用した事業を行っており

自然環境と深い関わりを持つことから、次のような環境に配慮した取組を積極的に進めています。

　平成20年度の二酸化炭素排出量の削減効果18,552トンは森林の持つ二酸化炭素吸収
量1haあたり22.5トンで換算（注）すると、芦ノ湖の面積（約690ha）の約1.2倍となる825haの
森林が1年間に吸収する二酸化炭素の量に相当します。

　なお、浄水場の浄水処理過程で発生する浄水発生土をセメント原材料等として活用して、廃棄物の削減を図りました。また、ダム・貯水池に堆積した土砂のうち利用
可能なものを建設用骨材や海岸養浜材として活用し、土砂処分量を削減しました。この他、流木をチップ化して公園の遊歩道や堆肥原料などとして活用しました。

　水源かん養林の保全を行うとともに、ダム・貯
水池に堆積した土砂の除去やエアレーション装
置（アオコ等の藻類の大量発生を抑制する装
置）・植物浄化施設（ビオトープ）による湖水の
水質浄化などを行っています。
　また、来年度からは、県内の企業・団体等が
県内の森林を保全する新たな取組（かながわ
森の町内会）を行う予定です。 水源かん養林（相模原市津久井町青根）

　浄水場やポンプ所の運転方法の改善
により消費電力量の削減に努めています。
　また、ダム・貯水池に堆積した土砂の骨
材利用や流木のチップ化、浄水発生土の
再資源化、水道管埋設時の発生土の再
利用などに取り組んでいます。

省エネルギー化や
資源の再利用

流木のチップ化作業

　二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガスの排出量の削減を図り、地球温暖化の防止に寄与するために、今年度、全水道
営業所に1台ずつ合計11台の電気自動車（EV）を導入しました。
　なお、車体ラッピングデザインは、県立産業技術短期大学校の学生によるもので、県営水道のみずみずしい水と電気自動
車から連想される電気プラグをイメージしています。
　また、本年2月から、相模川発電管理事務所（相模原市城山町谷ヶ原）に太陽光発電を利用した電気自動車用の急速
充電器を設置しており、どなたでもご利用いただけます。　

お客さまからのご質問にお答えします。
また、ホームページに、この他にいろいろな質問と回答をご紹介していますので、
ぜひアクセスしてください。

電気自動車（EV）の導入

　クリーンエネルギーである太陽光発電設備
を城山ソーラーガーデンや水道記念館、寒川
浄水場に設置しています。また、本年3月中
に、新たに本沢調整池（城山湖）展望台に
も設置する予定です。
　この他、道志ダム発電所や稲荷配水池に小水力発電設備を設置し未利用エ
ネルギーを有効活用しています。また、本年2月に道志第2発電所の放水路に道
志第4発電所（小水力発電所）を設置するとともに、3月中に、新たに芹沢配水
池にも小水力発電設備を設置する予定です。　

新エネルギーの導入

寒川浄水場 太陽光発電設備

　水資源の大切さや水道事業への理解と関
心を深めていただくため、水源林保全体験イ
ベントや水道に関する作品コンクール（作文・
ポスター）、「水のある風景」写真コンテスト、水
道教室・水道学習講座などを行っています。
　

環境についての普及啓発

「環境報告書（平成20年度決算版）」は企業庁のホームページに掲載しています。
ホームページ　http：//www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/kankyo/index.htm
また、各水道営業所やダム管理事務所、県政情報センター、地域県政総合センターなどでご覧いただけます。

Q1 Q2
　メータボックスはお客さまの所有物ですので、お客さまの負
担での修理をお願いします。お近くの県営水道の指定給水
装置工事事業者に修理を依頼してください。
　指定給水装置工事事業者は、県営水道ホームページに
掲載しています。ホームページをご覧になれない場合は、神
奈川県営水道お客さまコールセンターへお問い合せください。

A 　水道水をおいしく飲むためには、10℃から15℃に冷や
して飲んでください。においが気になる方は、5分程度沸
騰させた後、冷やすとさらにおいしく飲んでいただけます。
　ただし、沸かした後の水は法令で定められた残留塩素
が除かれ、消毒効果が無くなっていますので、早めにお飲
みください。

A

平成20年度の環境報告書を作成しました
平成20年度環境負荷低減効果は次のとおりです。

二酸化炭素（CO2）排出量の削減 18,552 トン
廃棄物の削減 322,686 トン
土砂処分量の削減 40,069 トン
流木の資源化（チップ化） 958 トン

（注）日本の森林では、1haで1年間に15～ 30トンの炭酸ガス（二酸化炭素）を吸収する。
→ 15～ 30トンの平均値である22.5トンで換算。（日本林業技術協会「森林の100不思議」より）

http：//www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/index.htm県営水道ホームページ

どうすれば水をおいしく
飲めるのですか。

水源林保全体験イベント（下草刈り体験）

電気自動車

平成21年度の環境に配慮した取組

メータボックスのふたが壊れて
しまったので、修理してほしい。

水道モニター募集
平成22年度水道モニター募集内容

◆体験参加モニター　40名
〔活動内容〕意見交換会・施設見学会への出席／県営水道課題アンケートへ
の回答等

◆アンケートモニター　60名
〔活動内容〕県営水道課題アンケートへの回答等（郵送もしくはインターネットメール）

◆応募資格
　1平成20・21年度水道モニター以外の方。
　2県営水道給水区域にお住まいの平成22年4月1日現在満20歳以上の
方で、常勤の公務員や公職選挙法に定める公職でない方。　

　3（体験参加モニターにご応募される場合）意見交換会等に参加可能な方
（年4回程度、平日開催予定）

◆謝礼　図書カードを差し上げます
　　　　（活動に対する報酬・交通費の支給はありません）。

◆募集期間　平成22年3月23日まで
◆応募方法　県営水道ホームページから応募できます。郵送をご希望の方は
申込用紙をお送りしますので、企画広報室にお問い合わせください。
＜ホームページ＞
 http：//www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/suidou-monitortop.htm

◆詳細はお問い合わせください
県企業庁企画広報室　電話045-210-7027
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◆詳細はお問い合わせください
県企業庁企画広報室　電話045-210-7027

　「『水』の大切さについて、関心を持っていただきたい。｣ そのような願いから行っているこのコンクールは今年度
で27回目を迎えました。今回も、子供たちの思いがたくさん詰まった4,072点の作品（作文821点、ポスター
3,251点）の応募があり、入賞作品42点を決定しました。そのうちの一部をご紹介します。  なお、 入賞作品は県
営水道ホームページでご紹介していますので、ご覧ください。

県営水道の職員が講師として出向き、水道に
ついて説明し、皆さまの疑問にお答えします。

●対象／県営水道の給水区域内に在住・在勤・在学のおおむ
ね10人以上の団体やグループ。
●会場・日にち／県営水道の給水区域内とし、平日（年末年始を
除く）に会場をご用意ください。
●費用／無料
●お問合せ／県企業庁企画広報室　電話045-210-7027
　※日程や講座内容等の詳細については、個別にご相談の上、
決定させていただきます。

　ダムカードは、全国のダムで統一のレイアウトにより作成、配
布されている簡易版パンフレットです。おもて面は、ダムの写
真、うら面は、ダムの形式などデータのほか建設したときのこだ
わり技術など、ちょっとマニアックな情報を凝縮して載せてい

ます。各ダムに
直接来ていただ
いた方に、１人
１枚お渡しして
います。

水道に関する作品コンクール入賞作品をご紹介します水道に関する作品コンクール入賞作品をご紹介します

入賞者の皆さん（平成21年11月29日の表彰式）

ポスターの部

作 文 の 部

水道学習講座のご案内水道学習講座のご案内水道学習講座のご案内
ダムカードを

配布します
（相模ダム・城山ダ

ム・三保ダム）

3月11日より配布

問い合わせ先

相模ダム 相模ダム管理所 （平日9時～17時） 電話 042-684-3521
 相模湖交流センター （月曜を除く9時～17時） 電話 042-682-6121

城山ダム 相模川水系ダム管理事務所 （平日9時～17時） 電話 042-782-2831
 津久井湖記念館　 （火曜を除く9時～17時） 電話 042-782-2414

三保ダム 酒匂川水系ダム管理事務所 （平日9時～17時） 電話 0465-78-3711
 丹沢湖記念館 （水曜を除く9時～17時） 電話 0465-78-3415

相模ダム 相模ダム管理所 （平日9時～17時） 電話 042-684-3521
 相模湖交流センター （月曜を除く9時～17時） 電話 042-682-6121

城山ダム 相模川水系ダム管理事務所 （平日9時～17時） 電話 042-782-2831
 津久井湖記念館　 （火曜を除く9時～17時） 電話 042-782-2414

三保ダム 酒匂川水系ダム管理事務所 （平日9時～17時） 電話 0465-78-3711
 丹沢湖記念館 （水曜を除く9時～17時） 電話 0465-78-3415

平成21年度の水道モニターの活動報告

8月28日施設見学会（寒川浄水場）のようす

水道学習講座のようす

第1回モニター会議
平成21年7月22日

施設見学会
平成21年8月28日

アンケート調査
平成21年10月

第2回モニター会議
平成21年11月26日

第3回モニター会議
平成22年1月27日

県営水道の事業概要を説明し、県営水道全般について意見
交換しました。

寒川浄水場の施設見学の後、「おいしい水」をテーマに意見
交換しました。

県営水道の満足度、最も力を入れていくべき事業等を調査
しました。

「水道料金」と「災害対策」をテーマに意見交換しました。

活動結果を報告し、「モニター活動を振り返って」をテーマに
意見交換しました。

詳しい活動内容はホームページで紹介しています。ぜひご覧ください。
http：//www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/suidou-monitortop.htm


